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平 成 １ ４ 年 １ 月 ２ １ 日 策 定

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 改 定

奈良県新行財政システム推進本部決定

奈良県パブリックコメント手続に関する指針

第１ 趣旨

「県民参加型」の開かれた県政運営を推進するとともに行政運営における公正の確保

と透明性の向上を図るため、県の基本的な計画等を策定する過程において県民の多様な

意見・情報を考慮して意思決定を行う場合の基本的な手続を定める。

第２ 定義

この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

（１）パブリックコメント手続

県の施策に関する基本的な計画等を策定する過程において、その計画等の案及び

その他の資料を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見・情報を考慮

して意思決定を行うとともに、主な意見・情報に対する県の考え方を公表する一連

の手続をいう。

（２）実施機関

知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長をいう。

第３ 対象

、 、 、 、 （ 「 」 。）１ 実施機関は 次に掲げる計画 条例 規則 審査基準等 以下 計画等 という

を策定しようとするときは、この指針に定める手続を行うよう努めるものとする。

（１）県の施策に関する基本的な計画の策定及び重要な変更

（２）県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例（地方税の賦課徴

収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く ）の制定又は改廃。

に係る案の策定

（３ （２）に規定する条例の委任を受け、又は条例を施行するために定める規則（施）

行期日を定めるもの、提出書類の様式を定めるもの及び所掌事務の範囲その他組織

について定めるもの等を除く ）の制定又は改廃に係る案の策定。

（４）審査基準、処分基準及び行政指導指針（実施機関が自ら定めるもので、行政手続

法第３９条（平成５年法律第８８号）の規定による意見公募手続の対象となる審査

基準等に準ずるものに限る ）の制定又は改廃に係る案の策定。

（５）広く県民の公共の用に供する施設の建設に係る基本的な計画の策定及び重要な変

更

２ 前項の規定にかかわらず、緊急性を要するもの及び軽微なもの等については、本手

続の全部又は一部を行わないものとする。

３ 第１項に掲げる計画等に該当しないものであっても、本手続を行うことが望ましい

ものについては、本手続を行うことが出来るものとする。

第４ 計画等の案の公表等

、 、１ 本手続を経て計画等を策定しようとする実施機関は 最終的な意思決定を行う前に
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その計画等の案を公表するものとする。

２ 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときに併せて、次に掲げる資

料を公表するよう努めるものとする。

（１）案の概要

（２）案を作成した目的等

（３）その他必要な関連資料

ア 根拠法令

イ 上位計画の概要

ウ 案の策定に際して整理した論点

エ その他必要な資料

第５ 公表の方法等

１ 実施機関は、計画等の案及び第４の２に掲げる資料（以下「案等」という ）を公。

表しようとするときは、県政情報センター及び県民お役立ち情報コーナーに備えつけ

るとともに、県のホームページに掲載するものとする。

２ 実施機関は、前項の規定によるほか、必要に応じて次に掲げる方法等を活用し、県

民への積極的な周知に努めるものとする。

（１）県の発行する広報誌への掲載

（２）報道機関への発表

（３）印刷物の配布

（４）説明会の開催

３ 公表する内容が相当量に及ぶ場合には、活用する公表方法すべてにおいて、第４に

掲げる案等の全体を公表する必要はないものとする。この場合において、実施機関は

案の概要と案等全体の入手方法を明確にするものとする。

第６ 意見・情報の募集期間

実施機関は、公表する案等の県民への周知に必要な期間及び県民が意見・情報を提

出するために必要な期間を考慮し、案件に応じて１か月程度を目安として募集期間を

定め、案等の公表時に明示するものとする。

第７ 意見・情報の提出方法等

１ 意見・情報の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等によることとし、案

等の公表時に明示するものとする。

２ 意見・情報を提出した個人の氏名又は法人の名称その他の当該個人又は法人に関す

る情報は、原則公表しないこととする。ただし、当該情報を公表する場合は、あらか

じめ案等の公表時にその旨を明示するものとする。

第８ 意見・情報の取り扱い

１ 実施機関は、提出された意見・情報を考慮して、計画等について意思決定を行うも

のとする。

２ 実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された主な意見・情報

とこれに対する県の考え方、並びに案を修正した場合はその修正内容及びその理由を

取りまとめて公表するものとする。

３ 実施機関は、提出された意見・情報の中に、奈良県情報公開条例第７条に掲げる不

開示情報に該当する情報が含まれているときは、当該不開示情報部分を公表してはな
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らない。

４ 第２項の規定による公表の方法については、案等の公表方法を準用する。

第９ 意思決定過程の特例

１ 計画等の案に関して、審議会等の附属機関又はそれに類する機関において本手続に

準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が当該報告、答申等と実

質的に同じ内容の計画等を策定する場合には、改めて本手続を行わないものとする。

２ 計画等の案に関して、本手続を終了した後意思決定を行うまで、若しくは計画等の

実現までに相当の期間が経過した場合、又は著しい事情の変化等により当初の案とは

異なる案により計画等を策定する場合は、再度本手続を行うものとする。

第１０ 一覧表の作成等

１ 実施機関は、本手続を経て計画等を策定しようとするときはその内容を、行政経営

課へ報告するものとする。また、本手続を終了したときも同様とする。

２ 行政経営課は、本手続を行っている計画等の一覧を作成し、県政情報センター及び

県民お役立ち情報コーナーに備えつけるとともに、県のホームページに掲載して公表

するものとする。

３ 本手続を行っている計画等の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

（１）本手続を行っている計画等の名称

（２）案等の公表日

（３）意見・情報の提出期限

（４）案等の入手方法、問い合わせ先

４ 行政経営課は、毎年度パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、県民に公

表するものとする。

第１１ その他

本手続を経て計画等を策定しようとする場合には、実施機関は各計画等ごとに本

手続の実施に関する具体的事項について実施要綱を定め、実施するものとする。

附 則

この指針は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この指針は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この指針は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この指針は、平成２０年７月１日から施行する。
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パブリックコメント手続の流れ

公 表計画等の案の作成

※ 窓口等での配布資 料
１☆ 計 画 案 ※ ホームページ

☆ 計画案の概要 ※ 広報誌
か☆ 策定の目的 ※ 報道発表 計画案

☆ その他関連資料 資 料 等
月

程検 討

度

意見・情報の提出

※ 郵便・ファクシミリ・電子メール
※ 説明会での意見提出意見・情報の整理・検討

意見・情報を考慮

最 終 案

意 思 決 定

結 果 の 公 表

資 料
☆ 決定した計画等 ※ 案の公表時と同様
☆ 提出された意見

計画等了知☆ 意見に対する県の考え方

奈 良 県 県 民


